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リレーコラム

2007年から2008年にかけて、穀物・油糧作物価格の世界的高騰が記録的な水準に達し、

各地で混乱を招いた。一部の発展途上国では暴動にまで発展した。食料自給率が極端に低

いわが国の食料市場も影響を免れず、飼料・肥料・燃料等の基本的な生産資材を輸入に依

存する日本農業は大きな打撃を受けた。低迷する乳価と高騰する飼料価格との板挟みにあ

った酪農経営はその最たるものであった。

その後、米国発の金融危機が世界同時不況を誘発するなかで、価格高騰の主な要因の一

つとされていた投機資金が引き揚げられ、金融商品・資源商品の価格が軒並み暴落してい

る。しかし、柴田明夫氏らが再三強調していたように、今般の価格高騰の根底に食糧需給

構造における「パラダイム変化」、すなわち中国やインド等の人口大国の先進国並み資源

消費国への成長と供給側の不安定要因の増大にともなう食糧需給の長期的逼迫化があるの

は明らかであり、実際、食料価格は一時の危機的状況は脱したものの、中長期的な「高止

まり」が予想されている。

ところが、国際社会の関心が金融危機と世界同時不況への対応に大きくシフトするなか

で、緊急食料援助や農業開発投資の充実化をはじめとする食料危機対応策が後景に退いて

しまったかのようである。後述するように、食料危機の真の原因が世界の農業・食料シス

テムの新自由主義的再編にあるとすれば、その批判的再構築への機運が高まりかけた矢先

の、国際社会の「盛り下がり」は由々しきことである。

食料価格高騰のその他の要因として、米国等におけるバイオ燃料作物需要の急増や一部

生産・輸出国における主要作物の輸出規制措置も指摘されているが、こうした諸要因が複

合的に重なりあうことで「パーフェクト・ストーム」が発生した、とするのが一般的であ

る。だが、それを諸要因の複合的作用による食料危機の「偶発」と理解するならば、あま

りに皮相である。そうではなく、「農業投資を怠り、小農支援を解体するといった長年の

失政のツケ」（ActionAid）、「貿易自由化が地域の食料システムを不安定にしてきた」

（IATP）といった市民社会組織からの批判に端的に表れているように、今般の食料危機は

むしろ現代の農業・食料システムに内在する「矛盾の発現」と理解すべきであろう。

筆者は『農業と経済』誌（2008年12月号）に掲載された小論で、FAO食料サミットやＧ

８洞爺湖サミット等の一連の国際会合での議論・声明を整理しながら、食料危機打開に向

けて相異なる「二つの道」が国際社会で提起されていることを明らかにした。

一連の国際機関・国際会合の対応は、バイオ燃料推進政策や投機資金に対して有効な策

を打ち出せないでいた（それどころか、米国と日本は投機資金規制に反対していた）が、

その一方で、WTO自由貿易体制を既定路線とする立場から、ドーハ開発アジェンダの早

RELAY
COLUMN 食料価格高騰と

国際社会の対応



04 Japan Dairy Council NO.519

RELAY
COLUMN

期妥結を促すことに重きを置いていた。自由貿易とは名ばかりに、実際には先進輸出国の

利害を色濃く反映させた政治交渉の場にすぎないWTO農業交渉が、途上国向け緊急輸入

制限措置（特別セーフガード）や米国の農業補助金削減額をめぐる対立が解消されなかっ

たため決裂に終わり（7月）、「食料危機は自由化された世界市場によってこそ解決される」

として、あらためて年内に交渉再開を目論んだものの、やはり合意形成には至らなかった

（12月）のは、むしろ当然である。

これと平行して強調されていたのが、筆者が「生産力主義」と名づけたところの、とく

にアフリカ諸国における農業生産の増大に解決策を求め、そのために必要な投入財の供与

と農業技術開発への投資を促すという道である。農業生産の安定的拡大が必要なこと、そ

のための研究開発投資が必要なことに異を唱えるつもりはない。問題は、これまでのやり

方の何がどう間違っており・誰が・誰のために・どのような農業を・どのように支援して

いくのか、という批判的省察である。世銀・IMFよる構造調整プログラムがアフリカ等の

発展途上国でしでかしたことへの真摯な反省が欠落し、かつての「緑の革命」と同じ発想

で短絡的な技術移転モデルに固執している以上、先進国政府や開発援助機関、そして多国

籍アグリビジネスまでが掲げる「アフリカ版・緑の革命」を手放しで評価することは到底

できない。

こうした市場主義・生産力主義による食料危機打開の道に対して、同じく「国際社会」

として十分な代表性を有する場で相応の議論を積み重ねてきたオルタナティブな道が存在

する。一つは、国連人権理事会を中心に議論され、FAOでもガイドライン化されている

「食料への権利」という視点である。その「誰もが生まれながらにして、健康で活動的な

生活を送るための安全で栄養のある十分な食料へアクセスする権利、飢餓から解放される

権利を有する」という考え方は、世界人権宣言（1948年）を条約化した社会権規約（1966

年採択、76年発効）で明文化され、基本的人権の一つと位置づけられるものである。この

社会権規約には150カ国以上が批准している。国際条約である以上、批准国は「食料への

権利」を自国民に保障するだけでなく、他国における権利行使を妨げ侵害する政策措置を

とらない義務を有する。国家だけではない。国連での議論を通じて、多国籍企業や世銀・

IMF（ブレトンウッズ機関）もまた、「食料への権利」に責務を負うことが強調されてき

た。さらに2007年12月の国連総会で採択された決議では、同権利にかかわる国家の政策措

置に国際貿易協定も含まれることが確認されている。国連人権理事会で「食料への権利」

に関する特別報告官を務めてきたジャン・ジグレール氏、そして2008年5月に交代したオ

リビエ・デシュッター氏が強調しているように、国際的合意にもとづく人権アプローチを
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欠落させたまま、相変わらず飢餓と貧困を放置・拡大してきた新自由主義的グローバリズ

ムに固執するのは、まさしく「国際社会における統合失調症」である。

なお、1996年の世界食料サミット以来、市民社会レベルで議論され、広範に普及してき

た概念に「食料主権」がある。それぞれの国や地域の文化的・自然的多様性を踏まえ、農

と食に関する権利が各国・地域、そして何よりも民衆（農民）の側にあることを謳ったも

のである。「食料への権利」概念はこうして、下からの運動と上からの統治を接合させな

がら、本来は国際社会の総意として、食料危機対応における国際社会の「公式の参照点」

として、発展的に確立されてきたものである。

国際社会で議論されているもう一つの視点は、2008年4月に発表された「開発のための

農業に関する知識・科学・技術に関する国際的検証（IAASTD）」の成果である。これは

国連機関と世界銀行が2002年に発足させた国際的協議プロセスで、「貧困と飢餓の削減と

農村生活の改善、持続的な発展のために、農業に関する知識・科学・技術をよりよく利用

するための方策」を、400名を超える専門家の参加を得ながら4年近くの歳月をかけて検証

してきたものである。IAASTD報告書は全体を通じて、持続的で公平な農業開発における

小規模生産者の潜在能力を強く支持しており、農業科学技術の進歩による収量向上と大規

模化による生産性向上の貢献可能性を確認しつつも、むしろ多様な農業生態系の理解とそ

の活用、そこで培われてきた農民的知識や農村女性の役割の再評価、それをコミュニティ

レベルで支援する科学者・専門家との協力、制度・政策環境の整備の必要性を訴える内容

となっている。それは途上国農業開発だけでなく、先進国とりわけ日本農業の方向性を考

える上でも多くの示唆を含んでいる。

そもそも「国際社会」なる概念はあまりに抽象的かつ曖昧で、文脈によって都合よく解

釈できるものである。しかし、「国際社会すなわち米国を中心とする主要先進国」という

理解、せいぜいブレトンウッズ機関やWTOに限定した「国際社会」理解から、そろそろ

卒業すべきではないだろうか（ちなみに、国連での「食料への権利」決議に唯一反対し続

け、IAASTD報告書にも難色を示しているのが米国政府である）。さもなければ、先進国

と途上国とを問わず、各国・地域の農と食、文化と自然を守っていこうとする立場からは

悲観的な展望しか見えてこないように思われる。
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